
＜食品＞

番号 品　種 連番号 品　目

1-2 乳及び乳製品

2-1 魚肉ねり製品

2-2 魚介乾製品

2-3 いいずし

3-1 納　豆

3-2 保存食料品

3-3 その他の農産加工品

4 穀物加工品 4-1 めん類

5 林産加工品 5-1 保存食料品

6-1 畜産かん詰及びびん詰

6-2 水産かん詰及びびん詰

6-3 野菜果物かん詰及びびん詰

6-4 山菜かん詰及びびん詰

7-1 炭酸飲料

7-2 果実飲料

7-3 鉱（泉）水

7-4 その他の清涼飲料水

9 つくだ煮 9-1 つくだ煮

11-2 米　菓

11-3 洋菓子

11-4 キャンディ

11-5 油菓子

11-6 打菓子

11-7 豆菓子

11-8 砂糖漬菓子

13 調味料 13-1 調味料

北秋田市特産品推奨認定対象品目一覧

油脂及び油
脂加工品

上記以外の
加工食品

食料かん詰
及びびん詰

●たれ●その他の調味料

●甘納豆●その他の砂糖漬菓子

●飴類●その他のキャンディ

●かりん糖●油あられ●その他の油菓子

●もろこし類●その他の打菓子

●豆菓子

14 14-1 上記以外の加工食品 ●上記以外の容器包装詰加工食品

12 12-1 動植物油 ●食用油脂●その他の動植物油

11 菓　子

11-1 焼菓子
●クッキー●せんべい●あられ

●その他の焼菓子

●せんべい●あられ●その他の米菓子

●カステラ●その他の洋菓子

洋生菓子
●パイ●ショートケーキ

●その他の洋生菓子

10-3 まんじゅう
●まんじゅう●あんまんじゅう

●その他のまんじゅう

●みそ漬●醤油漬●塩漬●からし漬

●その他の漬物

●甘露煮●その他のつくだ煮

10 生菓子

10-1 和生菓子
●どらやき●もなか●みずようかん

●大福●豆腐カステラ●その他の和生菓子

10-2

8 漬　物 8-1 漬　物

7 清涼飲料水

●サイダー●ラムネ●その他の炭酸飲料

●果実液●果汁飲料●その他の果実飲料

●鉱泉水●ミネラルウォーター

●豆汁●甘酒●その他

●乾めん●そうめん●その他のめん類

●山菜干物●その他の保存食料品

6 ●かん詰類●びん詰類

●みりん干し●その他の乾製品

●いいずし

3 農産加工品

●納豆

●ほしもち●切干大根●その他の保存食料品

●きりたんぽ●きなこ●その他の農産加工品

2 水産加工品

※　加工されていない農林産物は対象となりません

細　品　目

1 畜産加工品
1-1 食肉製品

●ハム●ソーセージ●乾燥肉

●その他の加工品

●牛乳●バター●その他の乳製品

●蒲鉾●その他のねり製品



＜工芸品等＞

16-5 竹工品

17-1 陶芸品

18-2 玩　具

18-3 こけし

小木加工品16

木工芸品

樺細工

漆　器

おけ・たる

16-1

16-2

16-3

16-4

●わら工芸●その他の民芸品

●土人形●木彫人形

●和紙人形●その他の人形

●玩具

●伝統こけし●新作こけし●その他のこけし

●刃物●のれん●ローソク●工芸鋳物

●染織物●銅器●和紙●毛皮製品

●銘石●その他の工芸品

18 民芸品

18-1 人　形

18-4 その他の民芸品
●おし絵●さしこ●きり絵●あけびつる細工

●竹工品類

17 工芸品

●陶器類

17-2 銀（線）細工
●銀線細工(装身具･額茶器･その他の銀線細工)

●金細工(装身具･その他の金細工)

17-3 その他の工芸品

●おひつ類●その他のおけ・たる類

●盆類●喫煙具類●書類箱類●花器類

●小箱類●食事食卓用品類●照明器具類

●茶入●盆●装身具●整理箱

●その他の樺細工

●盆●椀●茶托●花台●卓子

●その他の漆器

●すし半切類●すしおけ類

●漬物おけ類●みそおけ類

●椅子類●たんす類●たな類●机類

●テーブル類●ベット類●杉家具類

15-2 建　具
●紙障子類●ガラス戸類

●フラッシュ戸類●フスマ類

15 家　具

15-1 木製家具


